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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月24日(2016.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技装置を収納する略矩形の本体枠と、
前記本体枠の前面を開閉する扉枠と、
を備える遊技機であって、
前記本体枠の一端に設けられ、前記扉枠を開閉可能に軸支する支持部と、
少なくとも遊技媒体を貯留可能な領域を有し、前記扉枠の略下端に位置する遊技媒体貯留
部と、
を備え、
前記遊技媒体貯留部の底面は、
前記開放側の側端から所定位置に亘って略同一平面にて形成される第一底面部と、
前記所定位置から前記軸支側の側端に亘って形成される第二底面部と、を有し、
前記第二底面部は、前端と後端とが異なる高さとなるように形成され、いずれも前記第一
底面部よりも高さ方向で上方に形成され、
前記遊技媒体貯留部は、前記扉枠の横幅寸法と略同一の横幅寸法とされる
　ことを特徴とする遊技機。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　しかしながら、遊技機の扉部を開閉する際に扉部が遊技機外の障害物に接触することな
どによって、遊技機が損傷するおそれがあった。そこで、本願発明は、係る課題を解決す
べき遊技機の提供を目的とするものである。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　前記目的を達成するために、遊技装置を収納する略矩形の本体枠と、前記本体枠の前面
を開閉する扉枠と、を備える遊技機であって、前記本体枠の一端に設けられ、前記扉枠を
開閉可能に軸支する支持部と、少なくとも遊技媒体を貯留可能な領域を有し、前記扉枠の
略下端に位置する遊技媒体貯留部と、を備え、前記遊技媒体貯留部の底面は、前記開放側
の側端から所定位置に亘って略同一平面にて形成される第一底面部と、前記所定位置から
前記軸支側の側端に亘って形成される第二底面部と、を有し、前記第二底面部は、前端と
後端とが異なる高さとなるように形成され、いずれも前記第一底面部よりも高さ方向で上
方に形成され、前記遊技媒体貯留部は、前記扉枠の横幅寸法と略同一の横幅寸法とされる
ことを特徴とする。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明によれば、遊技機の扉部を開閉する際に扉部が遊技機外の障害物に接触すること
に基づく遊技機の損傷から免れ得ることができる遊技技機を提供可能である。
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